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令 和 ６ 年 ８ 月 ５ 日 

 各都道府県介護保険担当主管部（局） 

各市区町村介護保険担当主管部（局） 御中 

 

厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課 

 

 

令和６年度地域支援事業実施要綱等の改正点について 

 

 日頃より、介護保険行政に御尽力いただき、厚く御礼申し上げます。 

 令和６年度の地域支援事業の実施にあたり、今般、下記通知の一部が改正されたところです。 

 つきましては、別添１のとおり改正点をまとめ、別添２のとおり改正にかかる概要資料をまと

めましたので、参考としていただくとともに、特段のご配慮をお願いいたします。 

 なお、「地域支援事業交付金の交付について」（平成 20 年５月 23 日付け厚生労働省発老第

0523003号厚生労働事務次官通知）の別紙「地域支援事業交付金交付要綱」についても一部改正

を予定しておりますが、準備が整い次第発出させていただきますので、ご承知おきくださいます

ようお願いいたします。 

記 

 

１．「地域支援事業の実施について」（平成 18年６月９日老発 0609001号厚生労働省老健局長

通知） 
  
２．「介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインについて」（平成 27年６月５日老発

0605第５号厚生労働省老健局長通知） 
  
３．「介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防ケアマネジメント（第１号介護予

防支援事業）の実施及び介護予防手帳の活用について」（平成 27年６月５日老振発 0605

第１号厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課長通知） 
  
４．「地域包括支援センターの設置運営について」（平成 18年 10月 18日老計発第 1018001

号、老振発第 1018001 号、老老発第 1018001 号厚生労働省老健局計画課長・振興課長・

老人保健課長連名通知） 

 

※ 各通知の改正通知（新旧対照表）及び改正後全文は、以下の厚生労働省ホームページに 

掲載しています。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000184585.html 
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厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課 

１・２について：地域包括ケア推進係（内線 3986） 

３・４について：企画調整係（内線 3982）  
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